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(57)【要約】
【課題】バスバーのインダクタンスを抑制し、サージの
発生を容易に抑制することができる平滑コンデンサモジ
ュール、及びこれを用いた小型化が容易な電力変換装置
を提供すること。
【解決手段】直流電源出力を平滑化するための平滑コン
デンサモジュール２において、コンデンサ素子をモール
ド材２２によってモールドしてなると共に、コンデンサ
素子の一対の電極及び直流電源の正極と負極とにそれぞ
れ電気的に接続される正極バスバー３１と負極バスバー
３２とを有してなる。正極バスバー３１及び負極バスバ
ー３２は、その少なくとも一部において、絶縁紙２３を
介在させた状態で互いに対向配置されている。絶縁紙２
３の一部はモールド材２２に埋設してある。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直流電源出力を平滑化するための平滑コンデンサモジュールにおいて、
　コンデンサ素子をモールド材によってモールドしてなると共に、上記コンデンサ素子の
一対の電極及び直流電源の正極と負極とにそれぞれ電気的に接続される正極バスバーと負
極バスバーとを有してなり、
　上記正極バスバー及び上記負極バスバーは、その少なくとも一部において絶縁部材を介
在させた状態で互いに対向配置されており、
　上記絶縁部材の一部は上記モールド材に埋設してあることを特徴とする平滑コンデンサ
モジュール。
【請求項２】
　請求項１において、上記正極バスバー及び上記負極バスバーは、その一部を上記モール
ド材に埋設してなることを特徴とする平滑コンデンサモジュール。
【請求項３】
　請求項２において、上記正極バスバー及び上記負極バスバーは、上記モールド材に埋設
された中間部と、該中間部の両端側に連続形成され上記モールド材の外に存在する露出部
とを有することを特徴とする平滑コンデンサモジュール。
【請求項４】
　請求項２又は３において、上記正極バスバー及び上記負極バスバーは、上記コンデンサ
素子を互いの間に配する状態で、その一部を上記モールド材に埋設していることを特徴と
する平滑コンデンサモジュール。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項において、上記正極バスバー及び上記負極バスバーは、互
いに絶縁部材を介して対向配置される対向部と、該対向部よりも先端側において互いに対
向しない端子部とを有することを特徴とする平滑コンデンサモジュール。
【請求項６】
　スイッチング素子を内蔵し、該スイッチング素子のスイッチングにより電力変換を行う
スイッチングパワー部を有する電力変換装置であって、
　上記スイッチングパワー部が、請求項１～５のいずれか一項に記載の平滑コンデンサモ
ジュールの上記正極バスバーと上記負極バスバーとに接続されていることを特徴とする電
力変換装置。
【請求項７】
　請求項６において、上記スイッチングパワー部は複数のスイッチングパワーモジュール
を有し、該各スイッチングパワーモジュールには、上記平滑コンデンサモジュールの本体
部から複数に分岐して形成された上記正極バスバー及び上記負極バスバーがそれぞれ接続
されていることを特徴とする電力変換装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、直流電源出力を平滑化するための平滑コンデンサモジュール及びこれを用い
た電力変換装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、電源から供給される直流電力を、スイッチング素子のスイッチングにより、
交流電力に変換する、インバータ等の電力変換装置がある。
　該電力変換装置は、スイッチング素子を内蔵し電力を変換するためのスイッチングパワ
ー部を有し、該スイッチングパワー部と直流電源との間には、直流電源出力を平滑化する
平滑コンデンサが配設されている。
　そして、直流電源と平滑コンデンサとスイッチングパワー部とは、バスバーによって接
続されており、該バスバーを被制御電流が流れる。
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【０００３】
　この被制御電流は、上記スイッチング素子のスイッチング動作により、各バスバーに流
れたり遮断されたりする。これにより、バスバーのインダクタンスに起因して、サージが
発生してしまうおそれがある。
　そこで、このサージを吸収すべく、電力変換装置にはスナバコンデンサが接続されてい
る。
　ところが、スナバコンデンサを配置することにより、電力変換装置の小型化、低コスト
化を妨げる要因となるおそれがある。
【０００４】
　また、スイッチング時に生じるサージを抑制するために、平滑コンデンサをセラミック
コンデンサによって構成した電力変換装置が開示されている（特許文献１）。
　しかしながら、上記電力変換装置においては、平滑コンデンサに用いることができるコ
ンデンサがセラミックコンデンサに限られてしまい、設計上の制約が生じるおそれがある
という問題がある。
【０００５】
【特許文献１】特許第３４８４１２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、かかる従来の問題点に鑑みてなされたもので、バスバーのインダクタンスを
抑制し、サージの発生を容易に抑制することができる平滑コンデンサモジュール、及びこ
れを用いた小型化が容易な電力変換装置を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の発明は、直流電源出力を平滑化するための平滑コンデンサモジュールにおいて、
　コンデンサ素子をモールド材によってモールドしてなると共に、上記コンデンサ素子の
一対の電極及び直流電源の正極と負極とにそれぞれ電気的に接続される正極バスバーと負
極バスバーとを有してなり、
　上記正極バスバー及び上記負極バスバーは、その少なくとも一部において絶縁部材を介
在させた状態で互いに対向配置されており、
　上記絶縁部材の一部は上記モールド材に埋設してあることを特徴とする平滑コンデンサ
モジュールにある（請求項１）。
【０００８】
　次に、本発明の作用効果につき説明する。
　上記平滑コンデンサモジュールにおいては、上記正極バスバーと上記負極バスバーとが
互いに対向した状態で配設されている。これにより、上記正極バスバーと上記負極バスバ
ーとに流れる電流が逆方向となるために発生する相互インダクタンスによって、それぞれ
のバスバーにおけるインダクタンスを抑制することができる。そのため、上記正極バスバ
ー及び負極バスバーにおいて急激な電流変化が生じても、サージが発生することを抑制す
ることができる。
【０００９】
　また、上記正極バスバーと上記負極バスバーとの少なくとも一部は、絶縁部材を介在さ
せた状態で互いに対向配置されている。そのため、正極バスバーと負極バスバーとの短絡
を防止することができ、ひいては、正極バスバーと負極バスバーとを近接して対向させる
ことができる。これにより、上記相互インダクタンスを効果的に発生させることができ、
各バスバーのインダクタンスを抑制することができる。その結果、サージを効果的に抑制
することができる。
【００１０】
　また、上記絶縁部材の一部は上記モールド材に埋設してあるため、絶縁部材を所定の位
置からずれることを防ぐことができる。それ故、正極バスバーと負極バスバーとの短絡を
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確実に防ぐことができる。特に、平滑コンデンサモジュールの振動や、平滑コンデンサモ
ジュールを搭載した車両等の振動により、絶縁部材の位置ずれが生じることを充分に防ぐ
ことができ、正極バスバーと負極バスバーとの短絡を確実に防ぐことができる。
【００１１】
　このように、上記正極バスバーと上記負極バスバーとを絶縁部材を介在させた状態で互
いに対向配置し、上記絶縁部材の一部を上記モールド材に埋設したことにより、正極バス
バーと負極バスバーとの短絡を確実に防止しつつ、両バスバーを充分に近接させて対向配
置してサージを充分に抑制することができる。
【００１２】
　また、サージを抑制するために特に新たな部品を接続する必要がなく、容易にサージを
抑制することができる。
　そして、本発明にかかる平滑コンデンサモジュールを電力変換装置に用いることにより
、サージを吸収するためにスナバコンデンサを配設する必要がなくなり、電力変換装置の
小型化、低コスト化を実現することが可能となる。
【００１３】
　以上のごとく、本発明によれば、バスバーのインダクタンスを抑制し、サージの発生を
容易に抑制することができる平滑コンデンサモジュールを提供することができる。
【００１４】
　第２の発明は、スイッチング素子を内蔵し、該スイッチング素子のスイッチングにより
電力変換を行うスイッチングパワー部を有する電力変換装置であって、
　上記スイッチングパワー部が、上記第１の発明の平滑コンデンサモジュールの上記正極
バスバーと上記負極バスバーとに接続されていることを特徴とする電力変換装置にある（
請求項６）。
【００１５】
　次に、本発明の作用効果につき説明する。
　上述したごとく、電力変換装置においては、スイッチング素子のスイッチングにより、
正極バスバー及び負極バスバーにサージが発生するおそれがある。そこで、上記スイッチ
ングパワー部と接続する正極バスバー及び負極バスバーを有する平滑コンデンサモジュー
ルを上記第１の発明の平滑コンデンサモジュールによって構成したことにより、バスバー
のインダクタンスを抑制し、サージの発生を容易に抑制することができる。
　そして、その結果、電力変換装置に、サージを吸収するためのスナバコンデンサを配設
する必要がなくなり、電力変換装置の小型化、低コスト化を容易に図ることができる。
【００１６】
　以上のごとく、本発明によれば、バスバーのインダクタンスを抑制し、サージの発生を
容易に抑制することができる小型化が容易な電力変換装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　上記第１の発明（請求項１）及び上記第２の発明（請求項６）において、上記コンデン
サ素子は、例えば、フィルムコンデンサ、セラミックコンデンサ等を用いることができる
。
　また、上記絶縁部材としては、シート状の絶縁紙を用いることが好ましい。即ち、正極
バスバー及び負極バスバーのインダクタンスを抑制するためには、両バスバーの対向面積
が大きく、間隔が狭いほど効果が大きい。それ故、両バスバーの対向面積を大きく、間隔
を狭くするためには、厚みが小さくシート状である絶縁紙を用いることが好適である。
　また、絶縁紙としては、例えば、ＰＰフィルム、樹脂フィルム等を積層してなる絶縁紙
を用いることができる。
【００１８】
　また、上記電力変換装置は、例えば電気自動車やハイブリッド自動車等の動力源である
交流モータに通電する駆動電流の生成に用いることができる。
　また、上記スイッチング素子は、例えば、ＩＧＢＴ（Insulated　Gate　Bipolar　Tran
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sistor）素子等の半導体素子によって構成することができる。
【００１９】
　また、上記正極バスバー及び上記負極バスバーは、その一部を上記モールド材に埋設し
てなることが好ましい（請求項２）。
　この場合には、上記正極バスバー及び上記負極バスバーが、上記平滑コンデンサモジュ
ールに一体化された状態となるため、例えば、振動等が生じても、上記正極バスバーと上
記負極バスバーとの近接状態を確保することが容易となる。また、組み付け時における平
滑コンデンサモジュールの取扱いが容易になる。
【００２０】
　また、上記正極バスバー及び上記負極バスバーは、上記モールド材に埋設された中間部
と、該中間部の両端側に連続形成され上記モールド材の外に存在する露出部とを有するこ
とが好ましい（請求項３）。
　この場合には、一方の露出部に直流電源の電極を接続し、他方の露出部にスイッチング
パワー部を接続することができる。
【００２１】
　また、上記正極バスバー及び上記負極バスバーは、上記コンデンサ素子を互いの間に配
する状態で、その一部を上記モールド材に埋設していることが好ましい（請求項４）。
　この場合には、上記コンデンサ素子の一対の電極に、上記正極バスバー及び上記負極バ
スバーをそれぞれ容易に接続することができる。また、上記正極バスバー及び上記負極バ
スバーを、平滑コンデンサモジュールの本体に安定して固定することができる。
【００２２】
　また、上記正極バスバー及び上記負極バスバーは、互いに絶縁部材を介して対向配置さ
れる対向部と、該対向部よりも先端側において互いに対向しない端子部とを有することが
好ましい（請求項５）。
　この場合には、上記端子部において、スイッチングパワーモジュール等の電子部品の正
極と負極に容易に接続することができる。
【００２３】
　また、上記スイッチングパワー部は複数のスイッチングパワーモジュールを有し、該各
スイッチングパワーモジュールには、上記平滑コンデンサモジュールの本体部から複数に
分岐して形成された上記正極バスバー及び上記負極バスバーが接続されていることが好ま
しい（請求項７）。
　この場合には、正極バスバー及び負極バスバーを容易に形成することができる。また、
正極バスバー及び負極バスバーと、スイッチングパワー部とを容易に接続することができ
る。その結果、製造容易な電力変換装置を得ることができる。
【実施例】
【００２４】
（実施例）
　本発明の実施例にかかる平滑コンデンサモジュール及びこれを用いた電力変換装置につ
き、図１～図３を用いて説明する。
　本例の平滑コンデンサモジュール２は、図１、図２に示すごとく、コンデンサ素子２１
をモールド材２２によってモールドしてなると共に、直流電源の正極と負極とにそれぞれ
電気的に接続される正極バスバー３１と負極バスバー３２とを有してなる。
【００２５】
　正極バスバー３１と負極バスバー３２との少なくとも一部は、絶縁部材としての絶縁紙
２３を介在させた状態で互いに対向配置されている。
　また、絶縁紙２３の一部はモールド材２２に埋設してある。
　コンデンサ素子２１は、コンデンサケース２４の内側に複数個収納され、図２に示すご
とく、コンデンサケース２４とコンデンサ素子２１との間に充填されたモールド材２２に
よってモールドされている。モールド材２２は、例えば、エポキシ系やウレタン系の樹脂
からなる。
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【００２６】
　また、正極バスバー３１及び負極バスバー３２は、その一部をモールド材２２に埋設し
てなり、モールド材２２に埋設された中間部３１１、３２１と、該中間部３１１、３２１
の両端側に連続形成されモールド材２２の外に存在する露出部３１２、３２２とを有する
。
　また、正極バスバー３１及び負極バスバー３２は、コンデンサ素子２１を互いの間に配
する状態で、その一部（中間部３１１、３２１）をモールド材２２に埋設している。即ち
、図２に示すごとく、正極バスバー３１の中間部３１１は、コンデンサ素子２１の上部に
おいてモールド材２２に埋設されており、負極バスバー３２の中間部３２１は、コンデン
サ素子２１の下部においてモールド材２２に埋設されている。
【００２７】
　また、コンデンサ素子２１は、フィルムコンデンサからなる。そして、コンデンサ素子
２１の巻回軸方向の両端面には、メタリコン金属が溶射されており、該メタリコン金属が
コンデンサ素子２１の電極となる。巻回方向の両端面に配された一対の電極に、上記正極
バスバー３１の中間部３１１と負極バスバー３２の中間部３２１とが、それぞれ接続され
ている。また、正極バスバー３１及び負極バスバー３２の中間部３１１、３２１は、それ
ぞれ複数のコンデンサ素子２１の電極に対して一括して接触することができるようなプレ
ート状に形成されている（図１参照）。
【００２８】
　図１、図２に示すごとく、正極バスバー３１及び負極バスバー３２は、互いに絶縁紙２
３を介して対向配置される対向部３１３、３２３と、該対向部３１３、３２３よりも先端
側において互いに対向しない端子部３１４、３２４とを有する。
　該対向部３１３、３２３及び端子部３１４、３２４は、正極バスバー３１及び負極バス
バー３２における一方の露出部３１２、３２２において形成されている。
　また、他方の露出部３１２、３２２は、直流電源１２（図３参照）の正極及び負極と接
続される。
　また、図２に示すごとく、絶縁紙２３は、その一端が正極バスバー３１及び負極バスバ
ー３２と共に、モールド材２２に埋められている。また、絶縁紙２３は、正極バスバー３
１及び負極バスバー３２の対向部３１３、３２３から端縁がはみ出るように配設されてい
る。
【００２９】
　上記平滑コンデンサモジュール２は、図１、図２に示すごとく、電力変換装置１の一部
を構成する。
　電力変換装置１は、スイッチング素子を内蔵し、該スイッチング素子のスイッチングに
より電力変換を行うスイッチングパワー部１１を有する。
　スイッチングパワー部１１は、平滑コンデンサモジュール２の正極バスバー３１と負極
バスバー３２とに接続されている。そして、スイッチングパワー部１１の出力端子１１９
に、交流モータ４（図３参照）に接続される出力バスバー４１がそれぞれ接続されている
。
【００３０】
　スイッチングパワー部１１は三相のスイッチングパワーモジュール１１Ｕ、１１Ｖ、１
１Ｗを有し、該各スイッチングパワーモジュール１１Ｕ、１１Ｖ、１１Ｗには、平滑コン
デンサモジュール２から３本に分岐して形成された正極バスバー３１Ｕ、３１Ｖ、３１Ｗ
及び負極バスバー３２Ｕ、３２Ｖ、３２Ｗがそれぞれ接続されている。
　より具体的には、正極バスバー３１Ｕ、３１Ｖ、３１Ｗ及び負極バスバー３２Ｕ、３２
Ｖ、３２Ｗのそれぞれの端子部３１４、３２４において、各スイッチングパワーモジュー
ル１１Ｕ、１１Ｖ、１１Ｗが正極バスバー３１Ｕ、３１Ｖ、３１Ｗ及び負極バスバー３２
Ｕ、３２Ｖ、３２Ｗに接続されている。
【００３１】
　正極バスバー３１Ｕ、３１Ｖ、３１Ｗ及び負極バスバー３２Ｕ、３２Ｖ、３２Ｗは、平
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行にかつ略同一長さに形成されている。
　また、三相のスイッチングパワーモジュール１１Ｕ、１１Ｖ、１１Ｗは、それぞれＵ相
、Ｖ相、Ｗ相の出力バスバー４１Ｕ、４１Ｖ、４１Ｗに接続され、三相の交流モータ４の
各電極に電気的に接続されている。
【００３２】
　また、図３の回路図に示すように、スイッチングパワーモジュール１１Ｕ、１１Ｖ、１
１Ｗは、それぞれ、半導体素子１１１とダイオード１１２とからなるスイッチング素子１
１３を２個ずつ内蔵してなる。半導体素子１１１としては、例えば、ＩＧＢＴ素子を用い
ることができ、ダイオード１１２としては、例えばフライホイールダイオードを用いるこ
とができる。
【００３３】
　また、図２に示すごとく、スイッチングパワー部１１は、冷却器１３に接触配置されて
おり、スイッチングパワー部１１において発熱した熱を、冷却器１３へ放熱することがで
きるよう構成されている。また、スイッチングパワー部１１における各スイッチング素子
１１３は、図示しない制御回路部によってスイッチングの制御が行われる。
　これらのスイッチングパワー部１１、冷却器１３、制御回路部、平滑コンデンサモジュ
ール２等の電力変換装置１の各要素は、ケース１４内に収容されている。
【００３４】
　次に、本例の作用効果につき説明する。
　上記平滑コンデンサモジュール２においては、正極バスバー３１と負極バスバー３２と
が互いに対向した状態で配設されている。これにより、正極バスバー３１と負極バスバー
３２とに流れる電流が逆方向となるために発生する相互インダクタンスによって、それぞ
れのバスバーにおけるインダクタンスを抑制することができる。そのため、正極バスバー
３１及び負極バスバー３２において急激な電流変化が生じても、サージが発生することを
抑制することができる。
【００３５】
　また、正極バスバー３１と負極バスバー３２との少なくとも一部は、絶縁紙２３を介在
させた状態で互いに対向配置されている。そのため、正極バスバー３１と負極バスバー３
２との短絡を防止することができ、ひいては、正極バスバー３１と負極バスバー３２とを
近接して対向させることができる。これにより、上記相互インダクタンスを効果的に発生
させることができ、各バスバーのインダクタンスを抑制することができる。その結果、サ
ージを効果的に抑制することができる。
【００３６】
　また、絶縁紙２３の一部はモールド材２２に埋設してあるため、絶縁紙２３を所定の位
置からずれることを防ぐことができる。それ故、正極バスバー３１と負極バスバー３２と
の短絡を確実に防ぐことができる。特に、平滑コンデンサモジュール２の振動や、平滑コ
ンデンサモジュール２を搭載した車両等の振動により、絶縁紙２３の位置ずれが生じるこ
とを充分に防ぐことができ、正極バスバー３１と負極バスバー３２との短絡を確実に防ぐ
ことができる。
【００３７】
　このように、正極バスバー３１と負極バスバー３２とを絶縁紙２３を介在させた状態で
互いに対向配置し、絶縁紙２３の一部をモールド材２２に埋設したことにより、正極バス
バー３１と負極バスバー３２との短絡を確実に防止しつつ、両バスバーを充分に近接させ
て対向配置してサージを充分に抑制することができる。
【００３８】
　また、本発明にかかる平滑コンデンサモジュール２を電力変換装置１に用いることによ
り、スイッチング時に発生するサージを吸収するためにスナバコンデンサ（図４、図５の
符号９５参照）を配設する必要がなくなり、電力変換装置１の小型化、低コスト化を実現
することが可能となる。
【００３９】
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　また、正極バスバー３１及び負極バスバー３２は、その一部をモールド材２２に埋設し
てなる。これにより、正極バスバー３１及び負極バスバー３２が、平滑コンデンサモジュ
ール２に一体化された状態となるため、例えば、振動等が生じても、正極バスバー３１と
負極バスバー３２との近接状態を確保することが容易となる。また、組み付け時における
平滑コンデンサモジュール２の取扱いが容易になる。
【００４０】
　また、正極バスバー３１及び負極バスバー３２は、モールド材２２に埋設された中間部
３１１、３２１と、中間部３１１、３２１の両端側に連続形成されモールド材２２の外に
存在する露出部３１２、３２２とを有する。これにより、一方の露出部３１２、３２２に
直流電源１２の電極を接続し、他方の露出部３１２、３２２にスイッチングパワー部１１
を接続することができる。
【００４１】
　また、正極バスバー３１及び負極バスバー３２は、コンデンサ素子２１を互いの間に配
する状態で、その一部をモールド材２２に埋設している。これにより、コンデンサ素子２
１の一対の電極に、正極バスバー３１及び負極バスバー３２をそれぞれ容易に接続するこ
とができる。また、正極バスバー３１及び負極バスバー３２を、平滑コンデンサモジュー
ル２の本体に安定して固定することができる。
【００４２】
　また、正極バスバー３１及び負極バスバー３２は、互いに絶縁紙２３を介して対向配置
される対向部３１３、３２３と、該対向部３１３、３２３よりも先端側において互いに対
向しない端子部３１４、３２４とを有する。これにより、端子部３１３、３１４において
、スイッチングパワー部１１の正極と負極に容易に接続することができる。
【００４３】
　また、スイッチングパワー部１１は三相のスイッチングパワーモジュール１１Ｕ、１１
Ｖ、１１Ｗを有し、該各スイッチングパワーモジュール１１Ｕ、１１Ｖ、１１Ｗには、平
滑コンデンサモジュール２の本体部から複数に分岐して形成された正極バスバー３１Ｕ、
３１Ｖ、３１Ｗ及び負極バスバー３２Ｕ、３２Ｖ、３２Ｗが接続されている。これにより
、正極バスバー３１及び負極バスバー３２を容易に形成することができる。また、正極バ
スバー３１及び負極バスバー３２と、スイッチングパワー部１１とを容易に接続すること
ができる。その結果、製造容易な電力変換装置１を得ることができる。
【００４４】
　以上のごとく、本例によれば、バスバーのインダクタンスを抑制し、サージの発生を容
易に抑制することができる平滑コンデンサモジュール及び小型化が容易な電力変換装置を
提供することができる。
【００４５】
　なお、上記実施例においては、スイッチングパワー部１１と接続する平滑コンデンサモ
ジュール２の正極バスバー３１及び負極バスバー３２を、３本分岐した状態で設けた例を
示したが、これら正極バスバー３１及び負極バスバー３２は、それぞれ一枚板の状態で平
滑コンデンサモジュール２の本体部から延び、端子部３１４、３２４においてのみ、分岐
していてもよい。この場合には、対向部３１３、３２３の面積が大きくなるため、インダ
クタンスの抑制を一層効果的に行うことができる。
【００４６】
　また、上記実施例においては、スイッチングパワー部１１についても、２個のスイッチ
ング素子１１３を内蔵するスイッチングパワーモジュール１１Ｕ、１１Ｖ、１１Ｗ（２ｉ
ｎ１型）を３個用いたが、６個のスイッチング素子１１３を内蔵するスイッチングパワー
モジュール（６ｉｎ１型）を１個用いてもよい。また、スイッチングパワー部１１がモジ
ュール化されている必要は必ずしもない。
【００４７】
（比較例）
　本例は、図４、図５に示すごとく、直流電源と平滑コンデンサ９２とスイッチングパワ
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配置させることなく配線した電力変換装置９の例である。
　該電力変換装置９においては、平滑コンデンサ９２における一対の端子が、上記正極バ
スバー９３１及び負極バスバー９３２にそれぞれ接続される。また、正極バスバー９３１
及び負極バスバー９３２は、３個のスイッチングパワーモジュール９１Ｕ、９１Ｖ、９１
Ｗをそれぞれ並列的に接続している。
【００４８】
　この場合には、スイッチングパワー部９１におけるスイッチング素子のスイッチング動
作により、正極バスバー９３１及び負極バスバー９３２におけるインダクタンスに起因し
て、サージが発生してしまうおそれがある。
　そこで、このサージを抑制すべく、図４、図５に示すごとく、電力変換装置９には、正
極バスバー９３１と負極バスバー９３２との間に、サージを吸収するスナバコンデンサ９
５を接続している。
　ところが、スナバコンデンサ９５を配置することにより、電力変換装置９の小型化、低
コスト化を妨げる要因となるおそれがあるという問題がある。
【００４９】
　これに対し、本発明の電力変換装置１は、上述のごとく、正極バスバー３１及び負極バ
スバー３２のインダクタンスを抑制することにより、スナバコンデンサを設けることなく
、サージを抑制することができる。それ故、電力変換装置１の小型化、低コスト化を容易
にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】実施例における、電力変換装置の平面説明図。
【図２】図１のＡ－Ａ線矢視断面図。
【図３】実施例における、電力変換装置の回路図。
【図４】比較例における、電力変換装置の平面説明図。
【図５】比較例における、電力変換装置の回路図。
【符号の説明】
【００５１】
　１　電力変換装置
　１１　スイッチングパワー部
　１１Ｕ、１１Ｖ、１１Ｗ　スイッチングパワーモジュール
　２　平滑コンデンサモジュール
　２１　コンデンサ素子
　２２　モールド材
　２３　絶縁紙
　３１、３１Ｕ、３１Ｖ、３１Ｗ　正極バスバー
　３２、３２Ｕ、３２Ｖ、３２Ｗ　負極バスバー
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